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第８章 計画の推進 

（１）計画の推進体制 

本計画を着実に推進していくためには、行政、市民、各種団体、事業者が連携しな

がら地球温暖化対策への取組を協働して進めていく必要があります。計画の推進体制

と各組織の役割を示します。 

 

■計画の推進体制 

 

  

市長

国東市地球温暖化対策
実行計画推進委員会

事務局
＜環境衛生課＞

庁内各部署

国東市地球温暖化対策
実行計画協議会

• 市の報告に基づく計画⽬標の達成
状況と施策の点検・評価、改善策
の提⾔、答申

• 地球温暖化に係る諸事項の審議

• 計画の推進と進⾏管理
• 計画の⾒直し及び新たな

関連施策の⽴案・調整

• 部署に関連する施策の実施及び進捗管理
• 地球温暖化対策に関連した事務・事業の実践及び

進捗管理

• 市⺠・事業者による取組の推進
• 環境に関する情報発信・意⾒交換
• 市が⾏う施策・事業の提案

地球温暖化防止地域協議会
商工会
行政区長 など

市民・事業者

指⽰
答申

評価・提⾔

庁内体制
市全体

報告

調整 報告

協⼒の要請

諮問

提案

取組の促進 情報の発信
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（２）計画の進行管理 

計画の進行管理は、PDCA サイクルに基づいて行います。毎年、温室効果ガス排出

量の現況推計を行って削減目標の達成状況を確認するとともに、計画指標の達成状況、

計画に基づく対策・施策の実施状況を把握し、その結果に基づく評価と改善を実施し、

その後の対策・施策に活かしていきます。 

 

■PDCA サイクルによる進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画の見直し 

本計画は、毎年度の進行管理・評価の結果や、今後の社会状況の変化等に応じて、

適切に見直します。 

 

  

継続的に改善 

 

 

・地球温暖化対策実⾏計画を策定します。 
・必要に応じて計画内容を⾒直します。 

 
●地球温暖化対策実行計画の策定 

●計画の見直し 

Plan 

 
 
・各課において計画に基づく対策・施

策を実施します。 
・各主体に対する取組の⽀援、普及啓

発を実施します。 

 

●対策・施策の実施 

●対策・施策の支援・普及啓発 

Do 

 
 
・年次報告によって計画の進捗状況を

確認して⽬標達成状況や対策・施策の
妥当性を検証し、次年度以降の取組に
反映します。 

・必要に応じて実施内容を⾒直します。 

 

●対策・施策改善の検討 

●実施内容の見直し 

Action 

 
 
・現況推計を⾏い、計画指標や削減⽬

標の達成状況を点検・評価します。 

 

●削減目標達成状況の評価 

Check 


